
※協会のうごき

Ｒ　8年 ３月 Ｒ　８年　4月（予定）
　　　　５日　　日事連常任理事会、日事政研臨時総会（村田会長）  　　 　９日　  （公社）日本建築積算協会東北支部秋田支所総会
 　　   ７日　  参議員議員石井ひろおを励ます会（村田会長）  　　 　　　　　　佐藤（幸）副会長出席　　　
  　　　９日　　（公財）秋田県木材加工推進機構理事会（村田会長）  　　 ２０日　  監査
　　　１１日    技術委員会BIM推進担当部会 　　　２７日　　中央支部理事会
　　　１６日 　 中央支部理事会 　　　２８日　　理事会
 　　 １９日    淡路孝次氏旭日小綬章受章を祝う会（村田会長）
　　　２６日　　災害時応援協定に係る連携推進会議（古川事務局長）
　　　　　　　 　日事連理事会（村田会長）
　　　２７日　　建築物木材利用促進協定締結式（会長、三役）
　　　３１日　　理事会

　　　　　『日経BPグループ発行・専門情報誌』
　　　　　　　■■■　第６回　理事会（Web併用）　報告　　　■■■ 　　 　　　会員特別料金のご案内

　　◎日　時　　　　令和８年３月３１日（火）１３：３０～ （一社）日本建築士事務所協会連合会

　　◎場　所　　　　協会事務室 　　　このたび、日事連では会員サービスの一環として㈱日経BPマーケティング
　　　との協議により、構成員向けに日経クロステック及び日経アーキテクチュア

　　◎出　席　　　　理事１０名　　Web２名　　監事１名 　　　について、１年間定期購読料の割引が下記のとおり受けられることになりま
　　　したのでご案内します。

　　◎報告事項　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　①日事連関係報告（常任理事会、正副会長会議、政研総会）
　　　　②２０２５年度既存住宅耐震診断・改修等推進ネットワーク委員会報告　　　■会員限定　特別割引の概要（年額）
　　　　③（公財）秋田県木材加工推進機構理事会報告 　　　　以下の媒体の１年定期購読を定価から１０％割引でお申込みいただけ
　　　　④災害時応援協定に係る連携推進会議報告 　　　 　ます。
　　　　⑤建築物木材利用促進協定報告　 　　　　　★日経アーキテクチュア→４３，０６０円（税込）　　[定価　４７，８５０円]
　　　　⑥委員会報告（技術委員会BIM推進担当部会・耐震診断） 　　　　　　＋日経クロステック
　　　  ⑦各支部状況報告 ・雑誌とデジタルメディアのセット商品

　　◎協議事項　　 　　　　　★日経クロス　　　　　　→２５，９２０円（税込）　　[定価　２８，８００円]
　　　　①令和７年度収支計算書（見込み）、令和８年度事業計画（案） 　　　　　　　[デジタルメディア]
　　　　　 及び収支予算書（案）について ・IT,電子・機械、自動車、建築・住宅,・土木などの専門分野を深堀
　　　　②日事連年次功労者表彰の推薦について 　　　　　　　　したオリジナル記事
　　 　③日事連建築賞の応募（推薦）について 　技術系専門誌（日経コンピュータ、Network、アーキテクチュア　
　　 　④会員の異動について 　コンストラクション等）の記事
　　　　　退会→赤平建築設計事務所（正会員県北支部）
　　　　　　　　 　ササキ設計事務所（正会員県北支部） 　　　　　★日経アーキテクチュア→２９，７０００円（税込）　　[定価　２８，８００円]
　　　　　　　　 　R設計事務所（正会員中央支部） ・設計・施工・維持管理などの技術情報から業界情勢、最新プロジェ
　　　　           照井郁人建築設計事務所（正会員県南支部） 　　　　　　　クト、法令・制度の最新動向等プロフェッショナルのための建築総合
　 　　　　　 　　情報誌
　　　　　　建築物除却届のオンラインによる届出について（依頼）

　　　　※対象は１年購読のみ
　　　　　　秋田県建設部建築住宅課長 　　　　　　本会会員は割引は継続時（２年目以降）も割引対象のため、日経BP

　　　　　　SHOP提供『らくらく購読コース』（１年目のみ割引）よりも割安
　建築基準法第１５条第１項の規定に基づく「建築物除却届」に 　　　　　　デジタルメディア「日経クロステック」単体またはセット購入は、３年換算
　行政手続きのデジタル化を推進し、届出者の皆様の利便性向上 　　　　　　しても割安
　 及び事務の迅速化を図るため、令和８年４月１日よりオンラインでの 　　　　※本割引は、専用申込ページURL（クレジットカードによる決済）からの
　 届出の基本とすることとしました。 　　　　　　申込みの適用

　　　掲載しています。確認の上、手続きをお願いします。 　　　■専用申込ページURL

　　　 　　　担当　秋田県建設部建築住宅課建築指導チーム

    災害により破損した建築物の応急の修繕に係る建築基準法の取扱いについて　　　　　　秋田県産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定締結しました！！

　　　　　　　　　　　　国土交通省住宅局建築指導課長
　　災害により破損した建築物の応急の修繕については、建築基準法第８５条 　　　　　３月２７日、秋田県建築士事務所協会・秋田プライウッド㈱は秋田県内の
　　第１項により、災害により破損した部分の修繕であれば、工事に着手する 　　　　　建築物における秋田県産材合板の積極的な活用や木造技術者の育成
　　時期にかかわらず、建築基準法令の規定は適用されないことになるので 　　　 　　再造林の推進等に取り組むことを目的として、秋田県と協定を締結しました。
　　この点に留意して適切に運用されたい、 　　　　　 当協会HPに協定式の様子を掲載しておりますので、どうぞご覧ください。

 

　　R8年度　建築士定期講習会　　令和　８年　６月　２日（火）開催予定です！！
会　場　　秋田テルサ　　（令和８年５月２５日（月）受付締め切りです）

　１．今後の手続き→提出方法及び提出先を秋田県美の国ネットに

https://nbpm.jp/njrhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93559
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